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令和７年 3 月 14 日 

不適切な会計処理等に関する調査結果（最終報告） 

 

当財団の附属病院特別会計における不適切な会計処理につきましては、令和 6 年 6 月 28 日に、

その調査結果、原因及び改善・再発防止策等について公表（以下「前回公表」という。）いたしまし

たが、引き続き、独自に調査に取り組むとともに、外部公認会計士にも精査を依頼していたところ、

このたび、調査結果等を取りまとめた報告書（以下「報告書」という。【別添１】）が提出され、そ

れらを踏まえた調査結果及び財団の対応等を改めて取りまとめましたので、概要を公表いたします。 

また、この調査の過程で新たに確認された不適切事案についても、併せて報告いたします。 

関係者の皆様に対し、公益法人としての信頼を損なう事態を生じさせたことを深くお詫び申し上

げますとともに、再びこのような事案を生じさせないという決意の下、役職員一丸となって信頼回

復に全力で取り組んでまいります。 

 

１ 外部公認会計士による調査結果の概要  

（１）財団におけるこれまでの調査手法の適正性の確認 

   財団では、出金状況と通帳との照合、平成 28 年度以降の総勘定元帳と帳票書類の照合など

を行った結果、前回公表において、不適切な会計処理の内容を次のとおり公表しました。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その際、財団において取りまとめた「各年度の誤計上額等の内訳表」（上記の表を年度ごとに

集計したもの【別添２】）について、今回、３名の外部公認会計士により、振替伝票や附属病院

収入調定書の金額等と、総勘定元帳の金額とを突合した結果、全て一致したため、記載金額は

適切であり、この内訳書【別添２】は正しく作成されているとの調査結果でした。 
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（２）内容不明な未収金約 3,200 万円（※１）に係る不適切な会計処理の調査結果【別添３-Ⅰ】 

  前回公表時点において、内容が不明であった約 3,200 万円（※１）について、その後、財団に

おいて引き続き調査を継続した結果、総勘定元帳と売上台帳、収入調定書との突合により、

21,117,603 円（※２）の齟齬が判明し、外部公認会計士において、この金額について、調査手法・

資料を精査したところ、財団の調査結果は適切であったことが確認されました。 

  また、残りの内容不明な未収金約 1,100 万円について、財団と外部公認会計士の双方で、平成

13 年度から平成 27 年度の総勘定元帳を中心に、未収金の相手勘定において想定されない勘定科

目や、月次未収金残高における著しい増減等を確認しましたが、新たな内容の解明には至りませ

んでした。 

（３）調査の過程で新たに判明した不適切事案（CT 検査収入）【別添３-Ⅱ】 

① 概要 

   前回公表後も、附属病院特別会計における調査を継続する中で、胸部 CT 検査の肺がん検診

における実用化を目指した調査研究事業（以下「調査研究事業」という。）に関連し、財団が

受託した一部の CT 検査業務について、1,598,974 円（※３）の受託収入が財団会計に入金さ

れていないことが判明しました。 

また、上記収入の使途が不明であるため、財団病院会計担当者（以下「当該職員」とい

う。前回公表の当該職員と同一人物）をはじめ関係職員に対する聴取のほか、警察への相談

や、弁護士法に基づく銀行照会等を行い、解明に努めましたが、当該職員が購入したと主張

するように一部病院の備品等に支出されたことが推定されるものの、明確な使途の特定には

至りませんでした。 

② 当該事案固有の原因 

CT 検査業務は財団が受託したものであり、財団収入に計上すべきところ、当該職員のずさ

んな事務処理により、財団収入に計上せず処理していたものがあることや、その経理処理や

備品管理も極めてずさんであったことなどが、当該事案固有の原因と考えられます。 

このほか、一連の不適切な会計処理における原因と同様に、病院及び財団全体におけるガ

バナンス不足とコンプライアンスの欠如が大きな要因と考えられます。 

③ 未然防止対策 

CT 検査業務に係る収入は、直接病院特別会計の口座に入金されるよう既に変更したところ

であり、また、財団に入金された現金は、速やかに金融機関に引き継ぐよう規則改正するほ

か、監事（公認会計士）による重点的な監査などにより、未然防止を図ってまいります。 

これらのほか、既に公表した改善・再発防止策についても、引き続き徹底してまいりま

す。【別添４】 
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２ 令和６年度決算における対応 

国が示す会計基準においては、必ずしも過去の財務諸表に遡及した処理を求めていないこ 

と及び上記の結果を踏まえ、一連の不適切会計処理に関する事案及び CT検査収入に関して、令 

和６年度決算において、次のとおり修正を行うことといたします。 

（１） 不適切な会計処理に関する修正【別添３-Ⅰ】 

当財団では、内容不明な未収金約 32,654,072 円（※１）について、令和５年度決算において

長期未収金と長期未収金貸倒引当金に計上処理しておりますが、今回、そのうち 21,185,583 円

（※４）の内容が確認され、依然として不明な未収金は 11,468,489 円となりました。しかしな

がら、この未収金は過去からの会計処理の誤謬が蓄積された結果と考えられ、報告書において

も、こうした判断の下、令和６年度決算において 32,654,072 円（※１）の全額を引当金と相殺

することが妥当との意見があったことから、長期未収金と長期未収金貸倒引当金の全額を相殺

します。（正味財産に影響はありません。） 

（２） CT 検査業務に関する修正【別添３-Ⅱ】 

①平成 28,29,令和４年度決算において未計上であった収入 1,940,914 円（※５）及び支出 

409,920 円（※６）を令和６年度決算に計上します。 

②67,980 円（※７）については、内容不明な未収金約 3,200 万円の一部と判明したため、長

期未収金貸倒引当金と相殺します。（（１）の修正に含まれています。） 

③不明金 1,598,974 円（※３）から 67,980 円（※７）を除いた 1,530,994 円を雑損失とし

て、①で計上した未収金（※５）から減額します。 

 

３ 財団におけるその他の対応等 

  調査の過程で、当該職員から、今回の不明金について自らの管理責任を認め、相当額を弁済 

する旨申し出があり、当財団では、正味財産の過大計上に係る事案及び使途不明金を生じさせ 

たことに関する当該職員からの謝罪を受け、1,598,974 円（※３）の弁済を受け入れたもので

す。 

また、これら一連の不適切な会計処理の責任を鑑み、専務理事及び附属病院長兼理事は、報 

酬の一部（月額報酬の 10 分の 1）を１か月分自主返納することといたしました。なお、当該職 

員は、令和７年１月末に自主退職しております。 

 

４ 今後について 

  当財団においては、今回新たに発覚した CT検査業務の収入未計上等の事案を含め、一連の不 

適切な会計処理事案等の未然防止の一環として、本日の理事会においてコンプライアンス最優 

先宣言【別添５】を発し、全ての役職員に周知するとともに、不適切事案を早期に捕捉するた 

めの外部通報窓口を設置するほか、前述の改善・再発防止策等を着実に実施することにより、 

二度とこのような事案を生じさせないよう、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。 

 

【お問合せ先】電話番号 086-246-6254（代表） 担当：鈴木、矢島、中西 

受付時間 9 時～17 時（土日祝除く。） 
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【別添１】不適切な会計処理にかかる病院特別会計の調査結果について 
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【別添２】各年度誤計上額の内訳表 
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【別添３】 

Ⅰ.内容不明な未収金約 3,200 万円に係る不適切な会計処理の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.CT 検査業務における不適切な会計処理 

 ➀会計処理の状況 

 

 

 

 

 

 

②現金の流れの状況 
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【別添４】不適切な会計処理事案に係る改善・再発防止策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)業務プロセス及び内部統制システムに係る改善・再発防止策

(2)組織・人事に係る改善・再発防止策

(3)コンプライアンス及び職員の資質等の向上

　② 未払費用にかかる会計処理方法の変更

　②病院事務部職員の資質向上研修への参加

　③ 病院事業に対するガバナンス強化

　① 病院事務部の体制見直し

　② 積極的な人事異動

　⑥ 事務決裁規程の改正

　⑦ 公認会計士によるチェック機能強化

　①コンプライアンス向上のための研修の実施

　⑧ 内部公益通報制度の活用

　③ 財団本部の会計と病院会計ソフトの統一

　④ レセプト請求システムを活用した未収金管理等

　⑤ 財団本部の会計担当者による病院会計の日々のチェック

改善・再発防止策の概要

　① 未収金の毎月・年度末の残高管理の厳格化
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【別添５】コンプライアンス最優先宣言 

 

コンプライアンス最優先宣言 
           

  

〇当財団は、事業活動の全てにおいてコンプライアンス遵守

が最優先であることを、ここに宣言する。 

 

・関係法令はもとより、財団諸規定を遵守し、常に倫理観

を持ち、不正行為等は決して行わないこと。 

 ・不正行為等を正当化する理由は存在せず、収入確保や、

上司の指示等いかなる名目であっても、法令遵守が阻害

されることは、決して許されないこと。 

 

〇当財団は、コンプライアンス最優先の取組を通じ、信頼 

を確保し、県民が安全に、安心して、健康に生活できる地 

域社会の創造を担うことを、改めてここに誓う。 

 

 2025(令和７)年３月 14 日 

 

公益財団法人岡山県健康づくり財団 

           理事長  松 山 正 春 


